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積算内訳報告書

１　施設名

２　指定管理者名

３　施設の所在地

４　支援事業名

５　支援金確定額

６　概要
（例１）消費税の申告義務がないため、支援金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額がない。
（例２）消費税を簡易課税方式により申告しているため、支援金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額がない。
（例３）特定収入割合が５％を超えるため、支援金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額がない。
（例４）支援対象経費に係る消費税を個別対応方式において、「非課税売上のみに要するもの」として申告しているため、支援金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額がない。
（例５）支援対象経費が非課税仕入のため、支援金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額がない。

【添付書類】
□課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書（写し）
□課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表（写し）
□６ 概要（例３）の場合、特定収入割合の計算過程が分かる書類（様式任意）
　□６ 概要（例４）もしくは（例５）の場合、支援金の対象経費の内訳が分かる書類（様式任意）
※添付がある書類について、□に✓をお願いします。
